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〔問題１〕 次の文章を読んで、設問に答えなさい。 
 

 ここでは、データの取り扱いには、データの 改竄
かいざん

・捏造、個人情報の保護などの倫理上

の問題が生じることを述べる。まずはデータの改竄・捏造について考えよう。  

（中略）  

 統計学が関係するデータ改竄の有名な事件としてディオバン事件があげられる。この事

件は高血圧の治療薬であるディオバン（一般名バルサルタン）の臨床試験に、ノバルティス

ファーマ社の社員が大学講師の肩書で統計解析者として関与しており、利益相反に加えて、

データの改竄があったとして一連の論文が撤回された事件を指す。臨床研究の結果では、デ

ィオバンは他の降圧剤よりも脳卒中や狭心症を予防する効果があるとされ、ノバルティス

ファーマ社はディオバンが他社の降圧剤よりも優れているとして広告宣伝をおこない、売

上高は年間 1 千億円を超えて同社の売上高の約 3 分の 1 を占める主力商品となっていた。

しかし、学界関係者の間では 2007 年に著名な国際誌 Lancet に発表された論文の結果につ

いて、当初からその信頼性に疑問が投げかけられていた。そして 2013 年に臨床試験にかか

わったいくつかの大学の内部調査でデータの改竄が次々と明るみに出ることとなり、一連

の論文が撤回された。  

（中略）  

 ディオバン事件では、利害関係者が直接にデータを管理していたために、改竄のインセン

ティブが働いたことが背景となっている。2000 年代前半までの日本では、大規模臨床研究

をおこなう環境基盤が整っておらず、大学の医学部の教員も大規模臨床研究の経験が乏し

く、またデータ管理や統計解析についても知識が少ないため、データ解析を製薬会社の社員

に全面的に頼ってしまったとされている。これに対して欧米の大規模な臨床試験では、生物

統計家やデータマネジャーが専門家としてデータを管理することが当然となっている。  

 この事件を受けて日本計量生物学会は 2013 年 9月に、臨床試験、臨床研究には適切な資

格と経験を併せ持つ生物統計専門家の計画段階からの実質的な関与が必須であり、そのた

めには生物統計家の人員確保が必要であることを提言した。また同時に「統計家の行動基準」

を公表し、主に倫理的な観点から専門家としての統計家の業務と責任を明らかにした。  

（中略）  

 データの改竄や捏造は明らかな不正であるが、不正かどうかの判断が難しいケースは多

い。例えば、自身の主張に都合の良いデータのみを根拠としてあげ、都合の悪いデータにつ

いては引用しない場合には、改竄や捏造はないものの、主張を割り引いて考える必要がある。

実際には、ほとんどの広告は都合の良いデータのみを示しているから、それらを割り引いて

考えることは常識であろう。EBMにおいても、特定の治療法の効果を支持する結果だけでな

く、支持しない結果も含めて総合的に科学的に公正に評価することが必要とされているこ

とはすでに述べた通りである。  

 主張したい仮説についてそれを支持するデータが得られた場合には、これを論文等で公

表するインセンティブが働く。データにはばらつきがつきものであるから、仮説が成り立た

ない場合にもたまたまそれを支持するデータが得られる場合もある。  
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（中略）  

 このような事情から、論文等で公表された結果には、たまたまうまくいったケースを発表

する公表バイアス（出版バイアス、publication bias）がある。（中略）学術雑誌によって

は、統計的な検定で有意にならない研究結果は掲載されないというような場合もある。有意

になった研究（仮説を支持するデータが得られた研究）の数に加えて、有意にならなかった

研究の数がわかっていれば公表バイアスの問題は生じないが、後者はわからないことが多

いから、公表バイアスの大きさについても評価ができないこととなる。  

 しかしながら実際には学術的な論文の再現可能性について、上の意味のデータのばらつ

きによる公表バイアスよりも大きなバイアスが存在するように思われる。2010 年頃より、

科学的研究が再現できないという問題が広範に指摘されるようになり、再現性の危機

（replication crisis, reproducibility crisis）と呼ばれている。例えば Begleyと Ellis

の 2012 年の論文では、被引用数も多く重要と考えられていた 54 個の前臨床がん研究の結

果のうち 11％（6個）のみが再現可能であったとしている。また再現ができなかった研究の

著者に問い合わせたところ、「うまくいったデータのみを掲載した」と答えた著者もいたと

のことである。再現性の危機に関する他のいくつかの論文では、再現可能な研究の割合につ

いて異なる数字が示されているが、いずれも前に述べた公表バイアスのみでは説明できな

いほど大きいように思われる。  

 

（出題者注）EBM：エビデンスに基づく医療（Evidence Based Medicine）。 

（出典）竹村彰通『データサイエンス入門』岩波書店、2018 年、92-97頁（出題にあたって

一部を改変） 

 

（問１）課題文の要約を 300字以内で作成しなさい。 

 

（問２）業務においてデータを取り扱う組織が、倫理上の問題を回避するために、組織レベ

ルでどのような対応が考えられるでしょうか。あなたの考えを 400 字から 500 字で述べな

さい。なお、課題文は研究に関するものであるが、研究以外の分野（ビジネス、政治など）

について述べてもよい。 
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〔問題２〕 次の文章を読んで、設問に答えなさい。 
 
日本の日用品や食品メーカーが原料の農産物でサステナビリティー（持続可能性）を重視

した調達を加速させている。花王はパーム油農園から人権などの苦情を受け付ける制度を

導入。UCC ホールディングス（HD）はコーヒー豆の調達で第三者監査を取り入れる。人権

や環境問題を巡る消費者らの姿勢が厳しくなるなか、新興国の産地で対応を急ぐ。 
 花王は 9 月から「グリーバンスメカニズム」と呼ばれる苦情処理の制度の運用を始めた。

インドネシアでパーム油の小規模農園の経営者が取引先の企業から違法な取引や労働に関

する人権侵害などを受けた場合に、専用サイトから通報できる。 
 通報内容は人権問題に携わる国際団体「経済人コー円卓会議」を通じ、花王の専用窓口に

届く仕組みだ。花王は通報に対し、パーム油メーカーとともに改善をはかる。まずインドネ

シア北部の 50 農家を対象に導入し、2025 年には 500 農家まで増やしたい考え。 
 同制度は日本国内では不二製油グループ本社などが導入しているが、花王によると日用

品メーカーでは初めてという。 
 洗剤などの原料となるパーム油はインドネシアなど東南アジアが主な産地で、家族経営

の小規模農園も多い。仲介会社を通じてパーム油メーカーと取引しているが、一部には劣悪

な労働条件を課されるケースもある。 
 花王は東南アジアの農園が環境・社会問題に配慮したパーム油づくりに関する国際認証

を導入できるよう支援する取り組みなども進めて、供給網における状況を幅広く管理でき

るようにする。 
 原料調達を担当する根来昌一常務執行役員は「今後は花王社員が農園を直接訪れる機会

も増やす。通報内容と対応は定期的に社外に公表し、事例が他社の参考となるようにしたい」

と説明する。 
 UCCHD はコーヒー豆のサプライチェーンで第三者による監査を取り入れる。このほど

製品認証機関のレインフォレスト・アライアンス、フェアトレード・ラベル・ジャパンと、

コーヒーを扱う商社 2 社と提携した。22 年春から一部で原料の生産・流通過程などを監査

する仕組みを導入し、順次拡大する。 
 これまで専門知識を持つ社員が定期的に南米やアジアなど産地で実態調査してきた。さ

らに第三者の視点でも課題を把握しやすくし、問題点を改善する。同社は 30 年までに自社

ブランドで使うコーヒーを全量、サステナブルな調達基準を満たす目標だ。サステナビリテ

ィーを担当する里見陵執行役員は「小規模生産者の生活や労働環境の改善はコーヒー業界

の持続に欠かせない」と話す。 
 アフリカでの低賃金や児童労働が世界的に問題となっているカカオ豆でも動きが出てい

る。ロッテが 25 年度までに約 8 割のカカオ豆で調達費用の一部を生産地支援に充てる方針

を掲げる。高品質のカカオ豆に一定の割増金を支払う仕組みで、現地で児童労働のモニタリ

ングなどに使われる。 
 明治も 22年度からカカオの皮などの商品化を通じて農家の収入を支援する取り組みを始

めた。 
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 こうした背景には、若い世代などで環境や人権に配慮した商品を求める消費者行動が広

がっていることがある。ESG（環境・社会・企業統治）を重視する投資家も増えてきた。メ

ーカーにとっては環境や人権問題などが判明した場合、ブランドイメージを毀損するリス

クが高まっている。 
 ネスレなど欧米大手が先行してサステナブルな原料調達を進めるなか、日本の食品・日用

品メーカーも世界市場で販売するためには踏み込んだ対応が求められている。 
 
（出典）「花王、パーム油農家の苦情窓口」『日経ＭＪ』2022 年 10 月 7 日 9 頁  
 
 
（問１）本文で示された「グリーバンスメカニズム」と「第三者による監査」のような日本

企業のサステナブルな取り組みの導入背景について、300 字以内にまとめなさい。 
 
（問２）本文で取り上げられたような日本企業のサステナブルな取り組みが、国内及び海外

においていかなる影響を与えうるのかについて、400 字から 500 字以内で論じなさい。 
 
 


